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25滋賀県
年齢階級 第１位 第２位 第３位

死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合
10〜19歳 自殺 36 41% 不慮の事故 19 22% 悪性新生物 15 17%
20〜29歳 自殺 133 54% 不慮の事故 33 13% 悪性新生物 23 9%
30〜39歳 自殺 157 39% 悪性新生物 103 26% 不慮の事故 38 10%
40〜49歳 悪性新生物 347 34% 自殺 195 19% 心疾患 121 12%
50〜59歳 悪性新生物 840 43% 心疾患 265 13% 自殺 185 9%
60〜69歳 悪性新生物 2701 50% 心疾患 671 12% 脳血管疾患 331 6%
70〜79歳 悪性新生物 5366 42% 心疾患 1637 13% 脳血管疾患 828 7%
80〜89歳 悪性新生物 6321 26% 心疾患 3779 16% 脳血管疾患 1810 8%
90〜99歳 心疾患 3669 20% 老衰 3414 18% 悪性新生物 2442 13%
100歳〜 老衰 583 38% 心疾患 296 19% 脳血管疾患 82 5%

死因順位別にみた滋賀県の
年齢階級別死亡数・構成割合



子ども・若者の自殺の課題
・自殺者数が近年、全体としては低下傾向にある
ものの小・中・高生の自殺者が増えている。
特に高校生の割合が高い。

・若年層の死因に占める自殺の割合が高い。

自殺対策基本法に「学校におけるＳＯＳの出し方」
に関する教育の推進が盛り込まれる。



◎自殺総合対策大綱（令和4年10月閣議決定）
自殺総合対策大綱は平成18年に成立した自殺対策基本法に基づき政府が推進すべき自殺対策の指針と定めて
いるもの

【重点項目】
１．子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化
２．女性に対する支援の強化
３．地域自殺対策の強化
４．総合的な自殺対策の更なる推進・強化

◎滋賀県自殺対策計画（令和5年3月改定）

【重点項目】
１．子ども・若者の自殺対策をさらに推進する
２．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究を推進する



ＳＯＳの出し方に関する教育
自殺総合対策大綱（令和4年10月閣議決定）より

〇学校において、命や暮らしの危機に直面した時に、
誰にどうやって助けを求めればよいのかの具体的
かつ実践的な方法を学ぶ。

〇つらいときや苦しいときは助けを求めてもよい
ということを学ぶ。

〇問題の整理や対処方法を身に付けることができれば、
それが「生きることの促進要因（自殺に対する保護
要因）」となり、学校で直面する問題や、その後の
社会人として直面する問題にも対処する力、ライフ
スキルを身に付けることにもつながると考えられる。



いのち支える自殺
対策推進センター、
自殺対策概要より
抜粋



自殺総合対策の基本方針
１．生きることの包括的な支援として推進する

〈社会全体のリスクを低下させる〉
〈生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす〉

個人においても社会においても「生きることの
促進要因（自殺に対する要因）」より「生きる
ことの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回った
時に自殺のリスクが高くなる。
そのため、「生きることの阻害要因」を減らす取組に
加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組を行
い、双方の取り組みを通じて自殺リスクを低下させる



甲賀市では地域の相談機関を知ってもらうために
市内中学3年生、高校3年生に配布



子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化
（自殺総合大綱より）

子どもの自殺対策に対応していくチームとして学校、地域
の支援者等が連携し、自殺対策にあたることができる仕組
み等の構築

「ゲートキーパー養成講座」
自殺や自殺に関連する正しい知識を持ち、自殺に危険を示すサインに気付く、
声をかける、話を聞いたり、必要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする
「ゲートキーパー」の役割を担う人を養成する

【まとめ】


